
総合評価落札方式にかかる事務手引き
【建設工事に係る委託業務】

改正概要

 ○適用時期

　令和５年６月１日以降の公告分から適用

・障害者雇用への取り組みについて、法定雇用率の改正予
定（厚生労働省公表値）を踏まえ、手引き本文の説明内容
を一部修正。

・その他、技術提案作成要領及び提案様式を一部修正。


